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第17回食育推進全国大会 in あいち実行委員会設置要綱

（名　称）
第１条　本会は、第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称する。

（目　的）
第２条　実行委員会は、第17回食育推進全国大会（以下「全国大会」という。）を県民の自主的な取組と多
　様な主体がライフステージに応じて展開してきた「あいちの食育」を全国に発信する絶好の機会とし、豊
　かな農林水産物のPRを含め愛知県ならではの特色ある有意義な大会とするため、開催に必要な事業を
　行うことを目的とする。

（事　業）
第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
（１）全国大会の開催に必要な計画及び運営に関すること。
（２）関係機関及び団体との連絡調整等に関すること。
（３）その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

（構　成）
第４条　実行委員会は、別表１に掲げる団体及び組織の役職員をもって構成する。

（役　員）
第５条　実行委員会に、次の役員を置く。
　会長　　１名
　副会長　２名
　監事　　２名
２　会長は、愛知県知事をもって充てる。　
３　副会長及び監事は、会長が指名する。

（役員の職務）
第６条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき及び会長が特定の行為につき委任したときは、あらかじ
　め会長が指名した副会長が、その職務を代理する。
３　監事は、会計を監査する。

（任　期）
第７条　会長、副会長、監事及び委員の任期は、実行委員会が設立された日から第15条の規定により解散
　する日までとする。ただし、就任時におけるそれぞれの所属機関又は団体の役職を離れたときは、その後
　任者が前任者の残任期間を務めるものとする。
２　会長は、特別な事情が生じたときは、その職を解くことができ、必要に応じて補充することができる。

（報　酬）
第８条　報酬は、支給しないものとする。ただし、会長が必要と認めた場合には支給することができる。
２　前項ただし書の規定により報酬を支給する場合には、愛知県職員の例に準じて支給することとする。

（会　議）
第９条　実行委員会の会議は、次の各号に掲げる事項を議決する。
（１）実行委員会設置要綱の制定、改廃に関する事項
（２）全国大会の基本方針に関する事項
（３）事業計画及び予算に関する事項
（４）事業報告及び決算に関する事項
（５）その他必要な事項
２　会議は、必要に応じて会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
３　会議は、会長が議長を務める。ただし、会長が欠席のときは、会長の代理として出席した者又は、副会
　長が議長となる。
４　委員が会議に出席できないときは、委員の所属機関又は団体から代理人を出席させ、議決権の行使を
　委任、又は書面をもって議決に加わることができるものとする。
５　会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
６　会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
７　会長が必要と認めたときは、委員に対し、書面により意見を求め、その回答をもって会議の議決に代え
　ることができる。
８　第１項の規定にかかわらず、会長は、緊急を要するときは、会議で議決すべき事項を専決することがで
　きる。なお、専決した事項については、次の会議に報告するものとする。
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（企画委員会）
第10条　実行委員会の事業を円滑に進めるため、実行委員会のもとに企画委員会を置く。
２　企画委員会は、別表２に掲げる団体及び組織の役職員をもって構成する。
３　企画委員会には、企画委員長を置き、愛知県農業水産局農政部食育消費流通課長をもって充てる。
４　企画委員会は、必要に応じて企画委員長が招集する。
５　企画委員長は、必要に応じて、委員以外の関係者を出席させることができる。
６　企画委員会は、第３条の事業の執行に必要な事項を協議し、その結果を会議に報告する。
７　前６項に定めるもののほか、企画委員会に必要な事項は、会長が別に定めることができる。

（事務局）
第11条　実行委員会の運営に関して必要な事務を処理するため、事務局を愛知県農業水産局農政部食育
　消費流通課内に置く。
２　事務局に関し必要な事項は、会長が定める。

（経　費）
第12条　実行委員会の経費は、負担金及びその他収入をもって充てる。

（事業計画、予算及び決算） 
第13条　実行委員会の事業計画及び収支予算は、会議の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経
　て、会議の承認を得なければならない。 
２　会長がやむを得ず必要と認めた経費については、実行委員会による予算の議決前に支出できるものと
　する。この場合において、当該支出した経費を収支予算案に含めるものとする。

（会計年度）
第14条　実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。
２　実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（解　散）
第15条　実行委員会は、第２条の目的が達成され、事業報告及び決算報告を行った後に議決を経て解散
　するものとする。
２　全国大会終了後、実行委員会が解散するときに有する残余財産は、愛知県に帰属するものとする。

（雑　則）
第16条　この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附　則
この要綱は、2021年３月22日から施行する。
この要綱は、2022年３月11日から施行する。
この要綱は、2022年５月１日から施行する。

実行委員名簿

学識者等
国立大学法人愛知教育大学

中日新聞社
名古屋学芸大学

教 授
編集局生活部長

教 授

（順不同）

※連名は交代があった委員

◎会長、○副会長、◇監事

愛知消費者協会
生活協同組合コープあいち

会 長
副理事長

愛知県栄養教諭研究協議会
愛知県国公立幼稚園・こども園長会

愛知県小中学校長会
愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会
公益財団法人愛知県学校給食会

会 長
副会長

給食委員会委員長
副会長
理事長

愛知県食生活改善推進員協議会
一般社団法人愛知県歯科医師会
一般社団法人愛知県薬剤師会

公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
公益社団法人愛知県医師会
公益社団法人愛知県栄養士会

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

会 長
会 長
副会長
常務理事
理 事
副会長

保育部会副部会長
愛知県漁業協同組合連合会
愛知県農業協同組合中央会
愛知県農業経営士協会
愛知県酪農農業協同組合

一般社団法人愛知県調理師会
農村輝きネット・あいち

代表理事常務
代表理事理事長
会長 / 副会長

参 事
副会長
会 長

消費者

愛知県経営者協会
日本労働組合総連合会愛知県連合会

総務・企画部次長
国民運動局長/社会運動局長

労働・経営関係者

愛知県食育推進会議 公募委員食育推進会議
東海農政局 局 長農林水産省

教育関係者

保育、社会福祉、
医療・保健関係者

農林漁業者、
食品関連事業者等

 

知 事
教育委員会教育長
保健医療局長
農業水産局長

愛知県 ー

役 職
加納 誠司

遠藤 健司 / 市川 真 
安達 内美子
吉田 典子
平光 佐知子

小田 敦子 / 堀端 千鶴 
一栁 育美 / 池田 紀代美
杉田 哲利 / 栗田 延治 
田中 靖世 / 由利谷 久美 
中島 幸一 / 茶谷 泰樹 

高野 信枝
内堀 典保

近藤 靖子 / 鈴木 弘子 
野山 三津雄 / 工藤 敦  

小出 詠子
上原 正子

渡邊 たまみ / 鈴木 康代
 和出 隆治 / 間瀬 堅一

加藤 勇二
水谷 一江 / 山本 孝徳

倉地 直之
鳥居 久雄
村松 桂子
武田 美穂子

中根 雅希 / 安達 一樹 
 谷川 明美 / 小池 くるみ
朝倉 健司 / 小林 勝利

大村 秀章
長谷川 洋 / 飯田 靖

吉田 宏
中根 俊樹 / 矢野 浩二

◇

◇

○
◎

○

氏 名 役 員区 分 団体名・組織名

■ 実行委員会（別表1）

名古屋学芸大学学識者等

愛知県食育推進会議公募委員食育推進会議
農林水産省東海農政局消費・安全部消費生活課国

生活協同組合コープあいち消費者
公益財団法人愛知県学校給食会教育関係者
愛知県食生活改善推進員協議会
一般社団法人愛知県歯科医師会

公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団
公益社団法人愛知県栄養士会

保育、社会福祉、
医療・保健関係者

愛知県教育委員会事務局学習教育部保健体育課
愛知県保健医療局健康医務部健康対策課
愛知県農業水産局農政部食育消費流通課

愛知県

愛知県農業協同組合中央会
一般社団法人愛知県調理師会

農林漁業者、
食品関連事業者等

区 分 団体名・組織名

■ 企画委員会構成団体・組織（別表2）
（順不同）
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■ 実行委員会

１　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　設立総会
　　日　時：2021年３月22日（月）午後２時から
　　場　所：愛知県庁本庁舎６階　正庁
　　議　案：（１）第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会の設立について
　　　　　（２）実行委員会役員の選出について
　
２　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第１回会議
　　日　時：2021年３月22日（月）設立総会終了後から午後２時３０分まで
　　場　所：愛知県庁本庁舎６階　正庁
　　議　案：（１）2021年度事業計画及び収支予算（案）について
　
３　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第２回会議
　　日　時：2021年７月16日（金）午後２時から２時30分まで
　　場　所：愛知県庁本庁舎６階　正庁
　　議　題：（１）第16回食育推進全国大会inいわてのWeb開催状況について
　　　　　（２）第17回食育推進全国大会inあいちの企画案について
　 
４　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第３回会議
　　日　時：2022年３月11日（金）午後２時から３時まで
　　場　所：愛知県庁本庁舎６階　正庁
　　議　案：（１）第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会設置要綱の一部改正について
　　　　　（２）第17回食育推進全国大会企画（案）について
　　　　　（３）2022年度事業計画及び収支予算（案）について
　
５　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第４回会議（予定）　
　　日　時：2022年10月３日（月）午後２時から
　　場　所：愛知県庁本庁舎６階　正庁
　　議　案：（１）「第17回食育推進全国大会inあいち」の報告について
　　　　　（２）2022年度事業実績及び収支決算（案）について
　　　　　（３）第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会の解散について
　
○書面議決  
　　・2021年4月28日　第17回食育推進全国大会の概要(案)について  
　　・2022年1月21日　出展者の決定について  
　　・2022年 5月6日　2021年度事業実績及び収支決算(案)について 
　　　　　　　　　　　　2022年度収支補正予算(案)について  
　　・2022年6月16日　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会設置要綱の一部改正について

■ 企画委員会

１　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第１回企画委員会
　　日　時：2021年４月20日（火）午後２時から午後３時30分まで
　　場　所：愛知県自治センター ６階 602会議室
　　議　題：（１）第17回食育推進全国大会の概要について
　　　　　（２）今後のスケジュールについて
　
２　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第２回企画委員会
　　日　時：2021年８月26日（木）午前10時から午前11時30分まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　Ｂ101会議室
　　議　題：（１）企画素案について
　　　　　（２）関連企画について
　　　　　（３）今後のスケジュールについて
　
３　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第３回企画委員会　
　　日　時：2021年12月15日（水）午後２時から午後３時30分まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　Ｂ101会議室
　　議　題：（１）出展者募集結果及び大会企画（案）について
　　　　　（２）今後のスケジュールについて
　　　　　（３）その他
　　　　　 　　ア 絵画コンクール
　　　　　 　　イ 学生レシピコンテスト
　　　　　 　　ウ 協賛のお願い
　
４　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第４回企画委員会
　　日　時：2022年２月25日（金）午前10時から午前11時30分まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　Ｂ101会議室
　　議　題：（１）大会企画（案）について
　　　　　（２）2022年度事業計画及び収支予算（案）について
　　　　　（３）今後の広報計画について
　　　　　（４）協賛について
　　　　　（５）今後のスケジュールについて
　
５　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第５回企画委員会　
　　日　時：2022年３月28日（月）午後２時から午後３時30分まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　Ｂ101会議室
　　議　題：（１）出展者説明会の内容について
　　　　　（２）会場配布用パンフレットについて
　　　　　（３）今後の広報計画について
　
６　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第６回企画委員会　
　　日　時：2022年５月２０日（金）午前１０時から午前１１時３０分まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　B101会議室
　　議　題：（１）当日配布パンフレットについて
　　　　　（２）大会運営計画について

７　第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会　第７回企画委員会　
　　日　時：2022年８月１９日（金）午後２時から午後３時まで
　　場　所：愛知県三の丸庁舎　B101会議室
　　議　題：（１）「第17回食育推進全国大会inあいち」の報告について
　　　　　（２）今後のスケジュールについて
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【講演内容等について】
 講演等の出演者の当日の発言内容については、農林水産省および愛知県がすべて責任を持つものではなく、 
 また、出展団体の活動等について、施策上助長しているものではありません。

【記録画像について】
 掲載写真において、被写体に個人が特定される画像が含まれているため、解像度を下げて掲載している頁が
 あることをご了承ください。

【団体名について】
 本文中では、略称を用いている場合がありますので、ご了承ください。

多くのみなさまのご協力、ご支援のおかげで、 
無事に開催できましたこと、心より感謝申し上げます。 

事務局一同

・協賛者…52者 （協賛金額…3,300,000円  協賛物品…3,174,002円相当）

（ 感謝状贈呈 ）

※各企業・団体のロゴはホームページより抜粋



主 催：農林水産省、愛知県、第17回食育推進全国大会愛知県実行委員会

第17回食育推進全国大会 in あいち


